
【7/14更新】PｈａｓｅⅡ－２（改正）＜7/15～7月末＞の体育会活動
について

各クラブ、以下の『順守事項』を継続してください。

①「関大コロナ追跡システム」のQRコード読み取り

②毎日の検温（体調不良者は練習に参加しない）

③練習参加の強要及び不参加に伴う不利益な取り扱いの禁止、

申し出しやすい環境づくり

④マスク着用の徹底

⑤咳エチケット、手洗い、アルコール消毒、うがい

⑥３密（密閉・密集・密接）回避

⑦室内換気、対人距離の確保

⑧施設使用後の使用備品の消毒

⑨授業への出席を最優先

⑩夜間の繁華街での活動を避けること（アルバイト含む）
スポーツ振興グループ

1



下記の記載事項を順守できない場合は、活動停止を命ずる。

【１】＜活動に伴う時間・場所・内容等について＞
①練習参加人数
“屋外施設”は１回30名まで、“屋内施設”は１回20名まで

②閉館時間

7/15（水）～7/18（土）⇒22時、7/19（日）⇒20時
7/20（月）～7月末⇒全館・全日において20時

③ 1日あたり1人の練習時間は最長４時間まで

④飲料について回し飲みやボトル共用は避けること

⑤練習終了後は速やかに帰宅し、部員同士で飲食店に

立ち寄ることは控えること

⑥接触を伴う練習は各競技連盟のガイドラインに従うこと

⑦日曜・祝日は、指導者が帯同すること スポーツ振興グループ
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【２】＜部室・ミーティングルーム等の施設使用に関すること＞

①各体育施設共用のシャワー利用可能、更衣室は利用禁止

⇒対人距離確保、短時間利用等で「３密」の回避を徹底すること

②部室は更衣及び物品搬出入のみとし、長時間滞在は避けること

⇒「３密」状態を作らないことが大前提

③体育施設（部室含む）での食事は避けること

④冷水機はマイボトルを利用し、製氷機はマスク・手袋着用等の

感染防止策を講じたうえで使用すること

⑤エレベーターは怪我人・荷物運搬時を除き使用しないこと

⑥ミーティングルームの使用は20人まで（換気・対人距離確保必須）

スポーツ振興グループ
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各クラブ・個人において、
引き続き順守事項を徹底し、
感染防止に努めていただくよう

よろしくお願いします。 スポーツ振興グループ

【３】＜その他＞
①活動前後のオンライン授業は、各学舎に割り当てられている教室

を利用すること。ヘッドホン等を使用し、周囲に配慮すること
②本順守事項に加え、各競技連盟ガイドラインの順守
③対外試合は原則7月末まで禁止、合宿及び宿泊を伴う遠征（公式

試合を除く）は、原則8月20日（木）まで禁止
（※やむを得ない理由により禁止期間中にスケジュールを組む必要性が生じた

場合はスポーツ振興グループに必ず相談すること）

④学内外から体育会学生に対するクレーム多数あり。公共交通機関
利用の際は、マスク着用・マナー順守のうえ乗車すること。クレー
ムが続くようであれば、体育会全体の活動を中止する可能性あり
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